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                      水管理・国土保全局 治水課 
 

流域治水施策集をまとめました 

～「流域治水」の実践に向けて、流域の関係者に共有・活用します～ 
 

近年、毎年のように全国各地で大雨による被害が生じていますが、これまで取り組んでき

た堤防整備や河道掘削、ダム建設・再生等の河川整備は着実に効果が発現してきており、流

域の自治体等において設置された雨水貯留施設等により一定量の雨水が河川へ流入するこ

とを防いだ事例も報告されています。 

国土交通省では、今後の気候変動による水災害リスクの更なる増大が予測されている中

で、水害の激甚化・頻発化に対応するための「流域治水」の取組について、関係者の協働を促

すための「流域治水施策集」を作成しました。 

本施策集では、実施主体別の施策の目的・役割分担・支援制度・推進のポイント等が整理さ

れており、「流域治水協議会」の事務局を通じて関係者へ共有し、各々の関係者による施策

の具体化・実践に役立ていただきます。 

〈流域治水施策集の特徴〉 

①施策の実施主体別の目的・役割分担等がわかるよう一覧で整理 

②流域治水の実践において参考となるよう、各施策の概要・推進上のポイント等をとりまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域治水施策集 URL 

：https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/gaiyou/panf/sesaku/index.html 

 

【問合せ先】 

国土交通省水管理・国土保全局 治水課  課長補佐   萩原 健介（内線：35-542） 

企画調整係長 永田 佳之（内線：35-543） 

代表 03-5253-8111、直通 03-5253-8452、FAX 03-5253-1604 

流域治水施策の実施主体別の目的・役割分担等の一覧化（目次） 

各施策の説明ページの例 

https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/gaiyou/panf/sesaku/index.html

